
第６条　会場告知・宣伝について

第７条　損害賠償

第８条　解約

第４条 取消料と期日変更料

第９条　禁止事項

開催日の90～31日前まで お見積金額の10％

開催日の30～15日前まで お見積金額の20％

開催日の14～3日前まで お見積金額の50％

開催日の２日前から当日 お見積金額の100％

第10条　その他の事項について第５条　装飾・余興等の手配
宴会等に関連する装飾・看板・余興・レセプタント・音響・照明
等につきましてはホテルより指定業者に手配させて頂きます。お
客様の都合でホテル指定業者以外の業者をご利用になる場合は宴
会等を円滑に運営するために事前にホテルにご連絡頂き了解を得
た上でご手配下さい。ホテル了解のもとにお客様が、直接依頼さ
れた業者が行う宴会等に関する装飾・余興等の機器及び材料の搬
入・搬出・設置場所・設置時間の設定等につきましては、ホテル
がその業者の方々にご指示申し上げます。

当ホテルでは、ご宴会のご契約及び宴会場のご利用に関して、以下の通り定めておりますので予めご了承下さい。

次に掲げる各項目は禁止事項となっておりますのでご遠慮下さい
ますようお願い申し上げます。
①補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を除くペット類、家畜類の
持込み。
②発火または引火性の物品など危険物及び悪臭を発するものの持
込み。
③賭博等、風紀を乱す行為、または他のお客様の迷惑になるよう
な行為。
④法令または公序良俗に反する行為。
⑤ホテル備品等の移動。
⑥ご予約時の使用目的以外のご利用。
⑦商品の展示即売はお受けできません。
⑧エンターテイナーまたはタレントが入る宴会等に関して興行で
あると当ホテルが判断した場合及び不特定多数を対象とした発券
発売を伴うものはお申し込みをお断りするか、またはすでにお申
し込みを頂いている場合でも解約をさせて頂きます。尚、解約を
させて頂いた場合、当ホテルは責任を負いません。それに伴う損
害については一切賠償を致しません。
⑨その他、法律で禁じられている行為。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成3年法
律第77号）による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテル利用
はご遠慮頂きます（ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判
明した場合には、その時点でご利用をお断り致します。また、反
社会的団体員（暴力団及び過激行動団体など、並びにその構成
員）の当ホテル利用はご遠慮頂きます。（ご予約後、あるいはご
利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断
りいたします）。

第３条 有料人数の確認

第２条 宴会等ならびに追加時間に関する使用室料

ご精算につきましては、ホテルより提示致しました金額を指定期
日までに現金（振込）又はクレジットにてお支払い下さいますよ
う、お願い申し上げます。

宴会場の使用時間は予めご依頼頂いた設営から撤去までの時間を
含め、事前に所定の会場室料でお取り決めさせて頂きます。
（尚、宴会等開始時刻の１時間前までは事前準備時間内としその
限りではありません。）使用時間が30分超過した場合は追加料金
を申し受けます。但し、次の宴会等の会場使用時刻との関連で使
用時間の延長に応じられない場合もございますので予めご了承下
さい。

　＋実費諸経費

第１条 お支払い方法

料理等を用意する人数（以下有料人数と称します）の最終ご決定
は宴会等の開催日２日前の１８時までにホテルの担当係員にご連
絡下さい。それ以降はすべて手配が完了しておりますので、宴会
等の開催日に出席者が有料人数より減少した場合でも最終有料人
数分の料金をご請求させて頂きます。

すでにご予約を頂きました宴会等のお取消及び期日のご変更の場
合は、以下の取消料または期日変更料とそれまでに要した実費を
お支払い頂きます。尚、期日変更に関しましては、当ホテルの事
由と会場の空き状況に合わせて１２０日以内に新たな開催日を設
定して頂きます。但し宴会場に空いている日がない場合、あるい
は当ホテルの提示日で開催日が設定できない場合は、お取消料と
それまでに要した実費のお支払いを頂くことになります。また、
お取消し及び開催日を変更された場合、ご予約を頂いていた日の
宴会場は他のお客様への販売及び利用、それに関る会場管理は当
ホテルに帰し、他のお客様の利用の有無が取消料もしくは期日変
更料の規定に関わらないものとします。

宴会利用約款

会場使用に関する告知（新聞・TV・ラジオ・看板等）を実施され
る場合は、必ずホテル側と事前に承諾確認をお願い申し上げま
す。

お客様（お客様側のすべての関係者を含みます）及びお客様が直
接ご依頼された業者の方々は、ホテルの施設・什器備品等を破損
したり、損傷しないよう充分にご注意下さい。もし、施設・什器
備品等に損傷等被害が発生した場合は、その修復に関してホテル
よりご指示申し上げますので、それに合わせて速やかに修理を行
うか、またその損害賠償をご負担下さいますようお願い申し上げ
ます。

宴会等に出席されるお客様が法令または公序良俗に反する行為を
なさる恐れがあると判断した場合、あるいは他のお客様にご迷惑
をお掛けするとホテル側が判断した場合、またはこの宴会場が利
用約款に違反なさった場合は、宴会等のお申し込みをお断りする
か、またはすでにご契約頂いた場合でも解約させて頂くことがご
ざいますので、予めご了承下さい。尚、解約をさせて頂いた場
合、それに伴う損害については、一切賠償を致しません。


